
健康や体力の状況に応じた対

応、⑤安全衛生教育の５つが

示されています。 

具体的には、経営トップに

よる方針表明や体制整備、安

全衛生委員会等での調査審

議、危険源の特定などリスク

アセスメントの実施、身体機

能の低下を補う設備の導入な

どが挙げられています。 

 

◆高年齢者の特性を踏まえた

作業管 

上記②職場環境の改善で

は、高年齢者の特性を踏まえ

た作業管理が重要とされてい

ます。短時間勤務や隔日勤務

など勤務形態の工夫、作業ス

ピードや作業姿勢に配慮した

作業マニュアルの整備、重量

物の小口化や休憩の導入など

身体的負担の軽減が求められ

ています。 

また、暑熱作業への対応で

は水分補給の推奨や体調確

認、熱中症対応体制の整備、

情報機器作業への対応では長

時間作業を避け適切な作業休

止時間を設けることなども示

されています。 

なお、本指針の公示に伴

い、「事業場における労働者の

健康保持増進のための指針」も

改正されています。 

  
【参考】 

「高年齢者の労働災害防止のための指

針」について （公示） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/koyou_roudou/roud

oukijun/anzen/newpage_00010.ht

ml 

 

事業場における労働者の健康保持増進

のための指針 

https://www.mhlw.go.jp/content/

001080091.pdf 

 

 

４月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 
 

１０日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

１５日 

○ 給与支払報告に係る給与

所得者異動届出書の提出

［市区町村］ 

 

３０日 

○ 預金管理状況報告の提出

［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、１月～

３月分＞［労働基準監督

署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離

職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税

均等割の申告納付［都道

府県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第 1 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋

価格等縦覧帳簿の縦覧期間 

（4月1日から20日または

第1期目の納期限までのいず

れか遅い日以降の日までの期

間） 

 

２ ストレスチェック制度の実

施体制・実施方法の決定 

３ ストレスチェックの実施 

４ 医師の面接指導及び事後措

置 

５ 集団分析・職場環境改善 

６ 労働者のプライバシーの保

護 

７ 不利益取扱の禁止 

８ 外部委託ではなく自社で実

施する場合の留意点 

 労働者数 50 人未満の事業場

においては、原則として、労働

者のプライバシー保護の観点か

ら、ストレスチェックの実施を

外部機関に委託することが推奨

されるものとされており、自社

で実施する場合については、上

記「８」でも極めて慎重な運用

が求められると記載されていま

す。 

 

◆施行に向けて早めの準備を 

 改正法は令和７年５月 14 日

に公布され、「公布の日から政

令で定める３年以内の日」より

施行されます。マニュアルを確

認し、早めに準備を始めましょ

う。 

 

【参考】 

「小規模事業場ストレスチェック制度

実施マニュアル」（令和８年２月） 

https://www.mhlw.go.jp/content/

11303000/001646587.pdf 

 

 

「高年齢者の労働災害防止

のための指針」が公表され

ました 

 

厚生労働省は 2 月 10 日、

「高年齢者の労働災害防止

のための指針」を公示しまし

た。令和７年の労働安全衛生

法改正により、高年齢労働者

の労働災害防止に必要な措

置の実施が事業者の努力義

務となったことを踏まえた

もので、令和８年４月１日か

ら適用されます。 

４つのパートから構成さ

れ、事業者に次のことを求め

る内容となっています。 

 

◆求められる主な取組み 

事業者が講ずるべき措置

として、①安全衛生管理体制

の確立等、②職場環境の改

善、③高年齢者の健康や体力

の状況の把握、④高年齢者の

厚生労働省より「小規模事

業場ストレスチェック制度実

施マニュアル」が公表 
  

◆小規模事業場へのストレス

チェック実施義務化を踏まえ

たマニュアルが公表 

 令和７年の改正労働安全衛

生法により義務化されること

となった労働者数 50 人未満

の事業場におけるストレスチ

ェックの実施について、令和

８年２月 25 日に厚生労働省

より、「小規模事業場ストレ

スチェック制度実施マニュア

ル」が公表されました。 

 

◆マニュアルの内容 

 マニュアルでは以下の項目

を解説しており、巻末資料と

して、①ストレスチェック制

度実施規程（ストレスチェッ

クの社内ルールを規程として

作成する場合に利用できるも

の）や、②サービス内容事前

説明書（委託先の選定・契約

の際に利用できるもの）のモ

デル例を掲載しています。 

１ ストレスチェック制度の

実施に向けた準備 

 

連絡先：〒501－3232  

    関市桜本町 2-32-4 エレガンスみやもと 302 
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